
① 　直近６か月間における退院患者数 名

（再掲）　(1) 在宅 名

　(2) 介護老人保健施設 名

　(3) 他の回復期リハビリテーション病棟 名

　(4) (3)を除く病院、有床診療所 名

② 　在宅復帰率　　(1)／① ％

③ 　直近６か月間に当該病棟に新たに入院した患者数 名

④
　上記③のうち、入院時の日常生活機能評価が
　10点以上であった患者数

名

⑤ 　新規入院患者における重症者の割合　　④／③ ％

⑥
　上記③のうち、入院時の看護必要度評価票Ａ項目の得点が
　１点以上の患者の延べ数

名

⑦
　新規入院患者における看護必要度Ａ項目の得点が
　１点以上の患者の割合　　　　⑥／③

％

⑧
　直近６か月間における退院患者のうち、入院時の
　日常生活機能評価が10点以上であった患者

名

⑨
　上記⑧のうち、退院時（転院時を含む。）の日常生活機能
　評価が、入院時に比較して４点以上改善していた患者

名

⑩
　日常生活機能評価が４点以上改善した重症者の割合
　⑨／⑧

％

　　　について」中の区分番号「Ｃ００１」在宅患者訪問診療料（3）ア及びイに掲げる施設等
　　　と同様である。

　　　当該患者に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生活機能評価の結果を
　　　入院時の日常生活機能評価として見なす。

　　　添付すること。

　　１　「①」の「(1) 在宅」とは「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項

様式49の２　　　

［記載上の注意］

回復期リハビリテーション病棟入院料１の施設基準に係る届出書添付書類

　　２　「⑧」について、地域連携診療計画管理料を算定する患者が当該病棟に転院してきた場

　 　　３　一般病棟用の重症度・看護必要度評価票に係る院内研修の実施状況が確認できる書類を



① 　直近６か月間における退院患者数 名

（再掲）　(1) 在宅 名

　(2) 介護老人保健施設 名

　(3) 他の回復期リハビリテーション病棟 名

　(4) (3)を除く病院、有床診療所 名

② 　在宅復帰率　　(1)／① ％

③ 　直近６か月間に当該病棟に新たに入院した患者数 名

④
　上記③のうち、入院時の日常生活機能評価が
　10点以上であった患者数

名

⑤ 　新規入院患者における重症者の割合　　④／③ ％

⑥
　直近６か月間における退院患者のうち、入院時の
　日常生活機能評価が10点以上であった患者

名

⑦
　上記⑤のうち、退院時（転院時を含む。）の日常生活
　機能評価が、入院時に比較して３点以上改善していた患者

名

⑧
　日常生活機能評価が３点以上改善した重症者の割合
　⑦／⑥

％

　　　ついて」中の区分番号「Ｃ００１」在宅患者訪問診療料（3）ア及びイに掲げる施設等と
　　　同様である。

　　　当該患者に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生活機能評価の結果を
　　　入院時の日常生活機能評価として見なす。

　　１　「①」の「(1) 在宅」とは「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

様式49の３　　

［記載上の注意］

回復期リハビリテーション病棟入院料２の施設基準に係る届出書添付書類

　　２　「⑥」について、地域連携診療計画管理料を算定する患者が当該病棟に転院してきた場

　 　　３　日常生活機能評価票に係る院内研修の実施状況が確認できる書類を添付すること。



様式49の４

１　回復期リハビリテーション病棟入院料１を算定している場合

２　回復期リハビリテーション病棟入院料２又は３を算定している場合

［記載上の注意］
　　１、２における「①」について、算定期間は前年の７月１日から当年の６月
　30日までとする。ただし、新規に当該入院料の届出を行うなど、１年に満たない
　場合は、その届出日以降の期間の結果について記入すること。

⑤　在宅復帰率 ％

③　②のうち退院時（転院時を含む。）に日

名
　常生活機能評価が３点以上改善した人数

④　重症患者回復率（③/②） ％

％⑥　在宅復帰率

①　１年間の総退院患者数

名
（　年　月　日～　年　月　日）　　

②  ①のうち、入院時に日常生活機能評価
　が10点以上の重症患者の数

名

回復期リハビリテーション病棟〔　〕に係る報告書

名

名

名

①　１年間の総退院患者数

（　年　月　日～　年　月　日）　　

⑤  ①のうち、入院時に看護必要度評価票
　Ａ項目の得点が１点以上の患者の数

名

②  ①のうち、入院時に日常生活機能評価
　が10点以上の重症患者の数

④　重症患者回復率（③/②） ％

③　②のうち退院時（転院時を含む。）に日
　常生活機能評価が４点以上改善した人数



① 日

② 単位

ⅰ
直近１ヶ月に上記患者に対して提供された心大血管疾患リハビリテー
ションの総単位数

単位

ⅱ
直近１ヶ月に上記患者に対して提供された脳血管疾患等リハビリテー
ションの総単位数

単位

ⅲ
直近１ヶ月に上記患者に対して提供された運動器リハビリテーションの
総単位数

単位

ⅳ
直近１ヶ月に上記患者に対して提供された呼吸器リハビリテーションの
総単位数

単位

③ 単位

２．「注３」に掲げるリハビリテーション充実加算の届出

①　届出あり　　　　②届出なし

１．1日当たりリハビリテーション提供単位数

（算出期間　：　　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日）

［記載上の注意］
　　回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する場合にあっては、③が２単位以上であること。

回復期リハビリテーション病棟入院料における
リハビリテーション提供単位数に係る届出書添付書類

様式49の５

再
掲

直近１か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院していた回復期リハビ
リテーションを要する状態の患者の延入院日数

直近１ヶ月に上記患者に対して提供された疾患別リハビリテーションの総単
位数
(ⅰ＋ⅱ＋ⅲ＋ⅳ）

１日当たりリハビリテーション提供単位数（②/①）



配置あり
・

配置なし

休日 休日以外

① 日 日

② 単位 単位

ⅰ 心大血管疾患リハビリテーション総単位数 単位 単位

ⅱ 脳血管疾患等リハビリテーション総単位数 単位 単位

ⅲ 運動器リハビリテーション総単位数 単位 単位

ⅳ 呼吸器リハビリテーション総単位数 単位 単位

③ 単位 単位

日 日

２　当該医療機関における休日のリハビリテーション提供体制がわかる書類を添付すること。

１　当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務状況がわか
　る書類を添付すること。

当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作
業療法士の休日における配置

１日当たりリハビリテーション提供単位数（②/①）

（算出期間　：　　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日）

１．当該病棟における休日の従事者の体制について

［記載上の注意］

算出期間における休日・休日以外の日数

様式49の６

回復期リハビリテーション病棟入院料「注２」に掲げる
休日リハビリテーション提供体制加算に係る届出書添付書類

２．1日当たりリハビリテーション提供単位数

直近１か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院していた回
復期リハビリテーションを要する状態の患者の休日又は休日以外
の延入院日数

直近１ヶ月に上記患者に対して提供された疾患別リハビリテー
ションの休日・休日以外別総単位数
(ⅰ＋ⅱ＋ⅲ＋ⅳ）

再
掲



様式50

当該入院医療管理
病床数及び病室番号

床
(             号室）

床
(             号室）

一般病床数 ①
（上記を含む）

床 床

□ □

□

（専任となった年月：　　年　　月） （専任となった年月：　　年　　月）

　
㎡

（１床当たり面積  　　　㎡）

　
㎡

（１床当たり面積  　　　㎡）

名 名

〔記載上の注意〕

１ 　届出に係る病棟ごとに記入すること。

２ 　届出に係る病棟ごとに様式９を記載し添付すること。

３ 　診療録管理体制加算及び疾患別リハビリテーションの届出の写しを添付すること。

４ 　当該入院医療管理病床の配置図及び平面図（面積等がわかるもの）を添付すること。

５

6

7

8

１日平均入院患者数・在宅等への退院患者数の算出期間 年　　 月 　　日～　　　 年　　 月　 　日

当
該
病
棟
・
入
院
医
療
管
理
届
出
病
床
の
状
況

当該入院医療管理届出病床の退室患者数（死亡
退院を除く）③

名

当該入院医療管理届出病床の
在宅等への退院患者数　④　（③の再掲）

名

名

その他
（転室，転棟及び転院を除く。）

名

在宅等へ退出した患者の割合④/③ ％

亜急性期入院医療管理料等の施設基準に係る届出書添付書類

一
般
病
床
の
状
況

当該病床届出
病棟

病　　棟　　名

その他の一般
病棟

病　　棟　　数 棟

病　床　数　② 床

一　　般　　病　　床　　合　　計　①＋② 床

Ａ３１７特定一般病棟入院料の注７又は注９に係る病室の届出を行う場合は、『Ａ３１７ 特定一般病棟入院料の「注７」及び
「注９」に規定する点数の届出』の□に「レ」を記入し、　『「注２」に規定する点数の届出』は記入しないこと。

　注２に規定する地域の保険医療機関であって、各病棟ごとに入院基本料の施設基準に係る届出を行っている場合にお
いて、各病棟ごとに亜急性期入院医療管理料（注１に規定する点数を含む。）の届出を行う際は、病棟毎に届出を行うこ
と。

病床数

「注２」に規定する点数の届出

Ａ３１７ 特定一般病棟入院料の「注７」
及び「注９」に規定する点数の届出

　注２に規定する点数に係る病室は、別紙２に掲げる地域に所在する保険医療機関（特定機能病院、200床以上の病院、
ＤＰＣ対象病院、一般病棟７対１入院基本料及び一般病棟10対１入院基本料を算定している病院を除く）の一般病棟にお
いて、届出が可能である。

   当該病棟専任の在宅復帰支援担当者氏名

当該入院医療管理病室部分の面積

当該病棟の１日平均入院患者数

　④には当該医療機関内における亜急性期入院医療管理を算定する病床以外の病床への転床、他医療機関への転
院は含まない。

内訳

居宅 名

介護老人保健施設 名

介護老人福祉施設



様式50の２

※退室先番号　①転室・転棟・転院　②居宅　③介護老人保健施設　④介護老人福祉施設　⑤その他

Ｎｏ 入室期間 退室先番号

1 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

2 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

3 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

4 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

5 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

6 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

7 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

8 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

9 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

10 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

11 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

12 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

13 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

14 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

15 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

・ 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

・ 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

・ 平成　　　年　　月　　日　～　平成　　　年　　月　　日

亜急性期入院医療管理料等の施設基準届出に係る退室患者の退室先一覧

〔記載上の注意〕
    患者番号と患者が確認できるように整理しておくこと。



□

① 名

② 日

③ 単位

ⅰ
直近３ヶ月に上記患者に対して提供された脳血管疾患等リハビリテー
ションの総単位数

単位

ⅱ
直近３ヶ月に上記患者に対して提供された運動器リハビリテーションの
総単位数

単位

ⅲ
直近３ヶ月に上記患者に対して提供されたがん患者リハビリテーション
の総単位数

単位

③ 単位

注) Ａ３１７特定一般病棟入院料の注11に係る病室の届出を行う場合は、『Ａ３１７ 特定一般病
棟入院料の「注11」に規定する加算の届出』の□に「レ」を記入すること。

（算出期間　：　　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日）

再
掲

１週間当たりリハビリテーション提供単位数（（③/②）×７）

様式50の３

亜急性期入院医療管理料「注３」に規定する
リハビリテーション提供体制加算等の施設基準に係る届け出書添付書類

直近３カ月間における上記患者における入院延べ日数

直近３ヶ月に上記患者に対して提供されたリハビリテーションの総単位数
(ⅰ＋ⅱ＋ⅲ）

直近３か月間に亜急性期入院医療管理料２を算定した患者数

Ａ317「特定一般病棟入院料」の「注11」に規定する加算の届出



様式51

特殊疾患病棟入院料１及び２の施設基準に係る届出書添付書類

病棟数 病床数 １日平均入院患者数 備 考

病 総 病 棟 病棟 床 名 １ 日 平 均 入 院
棟
・ 一 般 病 棟 病棟 床 名 患者数算出期間
病 内
床 精 神 病 棟 病棟 床 名
及 年 月 日
び 療 養 病 棟 病棟 床 名
入 訳
院 その他（ ）病棟 病棟 床 名 ～
患
者 特殊疾患病棟の届出
数 に 係 る 病 棟 病棟 床 名 年 月 日

（再掲）

入 院 患 者 数

当 該 届 出 に 係 る 病 棟① 名
入
院 脊 髄 損 傷 等（再掲）② 名
患
者 重 度 意 識 障 害（再掲）③ 名
数
の 筋ジストロフィー（再掲）④ 名
構
成 神 経 難 病（再掲）⑤ 名

小 計（②＋③＋④＋⑤）⑥ 名

重度肢体不自由児（者）⑦ 名
＊日常生活自立度のランクＢ以上

入 院 患 者 の 比 率
％

（⑥／①又は③＋⑦／①）

［記載上の注意］

１ 日常生活自立度の判定に当たっては「「障害老人の日常生活自立度(寝たき

り度）判定基準」の活用について」（平成３年11月18日 厚生省大臣官房老

人保健福祉部長通知 老健第102-2号）を参照すること。

２ ①には、直近１年間の当該病棟の１日平均入院患者数を、②～⑤及び⑦に

は、直近１月間のそれぞれの１日平均入院患者数を記載すること。

３ 当該届出に係る病棟ごとに様式９及び様式20を記載し添付すること。

４ 入院基本料の届出書の写しを添付すること。



様式 52 

緩和ケア病棟入院料の施設基準に係る届出書添付書類 

 
当該病棟の１日平均入院患者数  名 算出期間（直近１年間） 

 

年  月  日 

～ 

年  月  日 

内 

 

訳 

悪性腫瘍 名 

後天性免疫不全症候群 名 

医

師

数 

病院全体の医療法標準数

（届出日時点） 
名 

従事医師数   名 

（届出日時点） 
配置割合     ％ 

当該病棟勤務医師数 常勤者数    名 非常勤者数（常勤換算）   名 

常勤医師名 研修の有無 

 有 ・ 無 

 有 ・ 無 

 有 ・ 無 

 有 ・ 無 

 有 ・ 無 

 有 ・ 無 

病 

 

室    

 

の 

 

状 

 

況 

 

病室数 病床数① 

特別の療養環境の

提供に係る病室  ②／①

（％） 
病室数 病床数② 

当 該 病 棟 総 数  室 床 室 床  

内 

 

 

 

訳 

個     室 室 床 室 床  

２  人  室 室 床 室 床  

３  人  室 室 床 室 床  

４  人  室 室 床 室 床  

５ 人 室 以 上 室 床    

当 該 病 棟 の 面 積 ㎡（１床当たり       ㎡） 

病 室 部 分 の 面 積       ㎡（１床当たり       ㎡）   

家 族 の 控 え 室  ㎡ 

患 者 専 用 台 所  ㎡ 

面 談 室 ㎡ 

談 話 室 ㎡ 

入
院
患
者
の
状
況 



 

 

連
携
体
制 

連携している保険医療機関からの緊急時の受け

入れ体制の有無 

 

有 ・ 無 

連携している保険医療機関から 24 時間連絡を

受ける体制の有無 

 

有 ・ 無 

連携している保険医療機関の医師、看護師又は 

薬剤師に対しての研修の実施の有無 

 

有 ・ 無 

 

外部評価について（該当するものに○を付ける。） 

ア 医療機能評価機構等が行う医療機能評価 

イ がん診療の拠点となる病院    ウ ア、イに準じる病院 

 

 

［記載上の注意］ 

  １ 悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者の状況は、直近１か月の１

日平均の実績を記載すること。 

  ２ 常勤医師名の欄には、緩和ケア病棟に勤務する常勤医師の氏名を記載

すること。 

  ３ 病室部分の１床当たりの面積は、１床当たり面積が最小の室について

の値を記入すること。 

  ４ 当該届出に係る病棟の配置図及び平面図（特別の療養環境の提供に係

る病室の状況や面積等）がわかるものを添付すること。 

  ５ 財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けているこ

と又はがん診療の拠点となる病院若しくはがん診療の拠点となる病院に

準じる病院であることが確認できる文書を添付すること。 

  ６ 当該病棟の患者の入退棟の判定を行うために作成している入退棟に関

する基準を添付すること。 

  ７ 緩和ケアの内容に関する患者向けの案内を添付すること。 

  ８ 様式５から９及び様式 20を添付すること。 

  ９ 緩和ケアの研修に関しては実施している内容のわかる資料（実習の指

導マニュアルなど具体的な内容のわかるもの）を添付すること。 

  10 悪性腫瘍の患者を診察する医師については緩和ケアに関する研修を修

了していることが確認できる文書を添付すること。 



様式 53 

精神科救急入院料・精神科急性期治療病棟入院料・精神科救急・合併症入院料の施設基準に係る届出書添付書類  

 新規患者（措置入院患者、鑑定

入院患者及び医療観察法入院患

者を含む）の延べ入院日数 ② 

新規患者（措置入院患者、鑑定入院患者

及び医療観察法入院患者を含む）以外の

当該病棟患者の延べ入院日数    ③ 

 

① 

 年  月 日 日 

３月前の延べ新規患者数（措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除く）⑤  

 

④ 

 年  月                 名 

上記の患者のうち、３月以内に退院し在宅へ移行した患者数 ⑥ 

                      名 

 

［記載上の注意］ 

  １ ③には、当該病棟患者の延べ入院日数から②の延べ入院日数を引いた

日数を記入する。 

  ２ ④には、①の３月前の年月を記入する。例えば①が平成 18年７月であ

れば、④は平成 18 年４月となる。平成 18 年４月の延べ新規患者数（措

置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除く。）を⑤に記入

し、そのうち３月以内に退院し在宅へ移行した患者数を⑥に記入する。 

  ３ 当該病棟は以下の条件を満たしていることが必要である。 

      ②         

     ②＋③        

  ４ 当該病棟は以下の条件を満たしていることが必要である。 

（１）精神科救急入院料１ 

   ⑥  

      ⑤ 

（２）精神科救急入院料２、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・

合併症入院料 

   ⑥  

      ⑤ 

 

  ５ 当該届出に係る病棟について、様式９を記載し添付すること。 

  ６ 入院基本料の届出書の写しを添付すること。 

≧0.4  

≧0.6 

≧0.4 



様式 54 

精神科救急入院料の施設基準に係る届出書添付書類 

１ 病棟の体制に係る要件 

当該病院に常勤する精神保健指定医の氏名及び指定番号（５名以上）  

    

    

    

必要な検査、ＣＴ撮影が必要に応じて実施できる体制 有    無 

 

２ 実績に係る要件 

① 当該病院の精神疾患に係る時間外・休日・深夜の受診患者数 人 

② 当該病棟の新規患者数 人 

（②の再掲） 

③ 措置入院 人 ④ 緊急措置入院 人 

⑤ 医療保護入院 人 ⑥ 応急入院 人 

⑦ 鑑定入院 人 ⑧ 医療観察法入院 人 

⑨ 当該病院の所在する都道府県等における措置入院、 

緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者数 
人 

③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧ 
 

② 
(a) 

％ 

③＋④＋⑥ 
 

⑨ 
(b) 

％ 
 

［記載上の注意］ 

  １ ＣＴ撮影につき他の保険医療機関との連携により速やかに実施できる

体制が整備されている場合は、有に○をするとともに、当該連携につき

確認できる資料を添付すること。 

  ２ 実績に係る要件の患者数は届出前１年間の患者数を記載すること。 

  ３ 当該病棟は次の要件を満たしていることが必要である。(a)≧60％ 

(b)≧25％ 

  ４ ⑧については、原則として当該病院の所在する都道府県における患者

数を記載するものとするが、県内に複数の圏域がある場合は、当該圏域

における患者数を記載するとともに、当該圏域の範囲等がわかる資料を

添付すること。 



様式 55 

精神科救急・合併症入院料の施設基準に係る届出書添付書類 

１ 病棟の体制に係る要件 

当該病院に常勤する精神科を担当する医師の氏名及び保険医登録番号（5 名以

上）と、当該病棟に常勤する精神保健指定医の氏名及び指定番号（３名以上） 

    

    

    

必要な検査、ＣＴ撮影が必要に応じて実施できる体制 有    無 

 

２ 実績に係る要件 

① 当該病院の精神疾患に係る時間外・休日・深夜の受診患者数 

  又は、当該圏域における人口 1万人当たりの時間外・休日・深

夜の受診患者数 

人 

又は 人

/万人 

② 当該病棟の新規患者数 人 

（②の再掲） 

③ 措置入院 人 ④ 緊急措置入院 人 

⑤ 医療保護入院 人 ⑥ 応急入院 人 

⑦ 鑑定入院 人 ⑧ 医療観察法入院 人 

⑨ 当該病院の所在する都道府県等における措置入院、 

緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者数 
人 

③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧ 
 

② 
(a) 

％ 

③＋④＋⑥ 
 

⑨ 
(b) 

％ 

⑩合併症ユニットに入院する身体合併

症患者の割合 
％ 

 
［記載上の注意］ 
  １ ＣＴ撮影につき他の保険医療機関との連携により速やかに実施できる体制が整備され

ている場合は、有に○をするとともに、当該連携につき確認できる資料を添付すること。 
  ２ 実績に係る要件の患者数は届出前１年間の患者数を記載すること。 
  ３ 当該病棟は次の要件を満たしていることが必要である。(a)≧60％ (b)≧25％又は、③

＋④＋⑥≧30人 
  ４ ⑧については、原則として当該病院の所在する都道府県における患者数を記載するもの

とするが、県内に複数の圏域がある場合は、当該圏域における患者数を記載するとともに、
当該圏域の範囲等がわかる資料を添付すること。 

  ５ ⑩の身体合併症患者とは、特定入院料の施設基準第 16の 2(8)に掲げる疾患を有する患
者であり、当該患者が合併症ユニットの 80％以上であることが必要である。 



様式５５の２

１　重症者加算１に係る要件

２　退院調整加算に係る要件

３　退院支援部署に係る構成員

［記載上の注意］

①のうち、精神科救急情報センター、救急医療情報センター、都道府県、
市町村、保健所、警察、消防（救急車）、救命救急センター、一般医療機関
等からの依頼件数

②　当該保険医療機関の時間外、休日又は深夜における外来対応件数

②のうち、精神科救急情報センター、救急医療情報センター、都道府県、
市町村、保健所、警察、消防（救急車）、救命救急センター、一般医療機関
等からの依頼件数（夜間、休日又は深夜以外の依頼件数も含む。）。

　□　協力施設

精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出書

精神科救急医療体制整備事業で該当する施設を選択（１）

精神科救急医療体制整備事業で該当する施設を選択

退院調整加算の届出の有無 有　　　　・　　　　無

④　当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、都道府県等に協力し診察業
務等を行った回数

（３）

件（≧４件）

件（≧１件）

件（≧10件）

件

回（≧６回）

回（≧１回）

（２）

③　当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、他医療機関で時間外、休日
又は深夜の外来診療や、救急医療機関で診療協力（外来、当直、対診等）を行っ
た回数

①　当該保険医療機関の時間外、休日又は深夜における入院件数

　□　常時対応型精神科救急医療施設

　□　身体合併症対応施設

　□　地域搬送受入対応施設

　□　身体合併症後方搬送対応施設

　□　輪番対応型精神科救急医療施設

区分 氏名

ア　精神保健福祉士

□看護師　　□作業療法士　□精神保健福祉士

□社会福祉士　　□臨床心理技術者

イ　該当する□に「Ｖ」を記入すること。

　重症者加算１を届け出る場合、当該保険医療機関又は当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医の
届出前直近１年間の実績を記載し、（１）、（２）又は（３）のいずれかの要件を満たすこと。具体的には、（２）
の場合、当該保険医療機関が精神科救急医療体制整備事業のいずれかの施設に該当し①又は②の要件
を満たし、（３）の場合、③又は④の要件を満たすこと。実績等については、照会に対し速やかに回答できる
ように医療機関で保管すること。



様式５６

認知症治療病棟入院料１、２の施設基準に係る届出書添付書類

職種

［記載上の注意］

標榜診療科

精神科医師氏名

作業療法士氏名

（　有　　　・　　　無　）

氏名

退院調整加算の届出の有無

退院支援部署に係る構成員

氏名

　退院支援部署に係る構成員のイについて、備考欄に職種を記載すること。

イ　看護師、作業療法士、精神保健福祉
士、社会福祉士又は臨床心理技術者

区分

ア　精神保健福祉士



様式 57 

児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準に係る届出書添付書類 

病棟（又は治療室）名     備 考 

病 床 数 
床 床 床 

 

１日平均  

入院患者数 

算出期間  

 

年 

月 日 

 

～ 

 

年 

月 日 

 

 

入

院

患

者

の

状

況 

① １日平均入院患者数 

名 名 名 

② ①のうち当該加算の 

  算定対象となる患者数 
名 名 名 

入院患者の比率 

（ ②／① ） 
％ ％ ％ 

当
該
病
棟
（
又
は
治
療
室
）
の
従
事
者 

小児医療及び児童・思春

期の精神医療の経験を有

する常勤の医師 名 名 名 

うち精神保健指定医 
名 名 名 

常勤の精神保健福祉士 
名 名 名 

常勤の臨床心理技術者 

名 名 名 
 

［記載上の注意］ 

１ 届出に係る病室又は治療室ごとに記入すること。 

２ 当該加算を算定する病棟又は治療室ごとに様式９を添付すること。 

３ 当該病院内に設置されている学習室が確認できる当該病院の平面図を

添付すること。 

４ 当該加算を算定する治療室の場合は、浴室、廊下、デイルーム、食堂、

面会室、便所、学習室が、当該病棟の他の治療室とは別に設置されている

ことが確認できる当該病院の平面図を添付すること。 



様式５７の２ 

特定一般病棟入院料の施設基準に係る届出書添付書類 

 

届 出 
□   特定一般病棟入院料１  

□   特定一般病棟入院料２ 

保 険 医 療 機 関 名  

住 所 

 

病 床 数 

床 

 

［記載上の注意］ 

１ 当該届出を行う保険医療機関は、別紙２に定められた地域に所在する保

険医療機関のうち、1 病棟（一般病棟に限る。）で構成される病院であ

ること。 

２ 様式５から９を添付すること。 

３ 亜急性期入院医療管理に係る病室の施設基準に係る届出は、別添７の様

式９、様式 20、様式 50から様式 50の３までを用いること。 

４ 当該病棟に 90 日を超えて入院する患者について、療養病棟入院基本料

１の例により算定を行う病棟については、別添の様式 57 の３により地

方厚生（支）局長に届け出ること。 

 

 

 

 



様式57の３ 

特定一般病棟入院料の「注 12」に規定する 

90日を超えて特定一般病棟入院料を算定する病棟 

に入院している患者の算定に係る届出書 

 

90日超えて入院している患者について、療養病棟入院基本料１の例により算定を行う病棟の概要 

届出を行う病棟 
病棟名：（       ）病棟 

病床数：（       ）床 

 



様式 58 

短期滞在手術基本料の施設基準に係る届出書添付書類 

当該保険医療機関に勤務する麻酔科標榜医 

氏 名 麻 酔 科 標 榜 許 可 書 勤務開始日 

許 可 年 月 日 登 録 番 号 

 年 月 日  年 月 日 

    

    

    

    

自院における緊急対応 可・不可  

（不可の場合、密接に提携している保険医療機関名） 

            

当該回復室 

 

の概要 

回復室の面積 病床数 １床当たり床面積 １日平均患者数 

㎡ 床 ㎡ 名 

当該回復室 

 

の従事者 

看護師 日勤   名   準夜勤   名 

 

［記載上の注意］ 

１ 当該回復室の従事者及び概要は短期滞在手術基本料１に係る届出の場

合のみ記入すること。 

２ 当該届出に係る回復室ごとに、病院については様式９を、診療所につ

いては看護職員の配置状況がわかる書類を添付すること。 

３ 入院基本料の届出書の写しを添付すること。（短期滞在手術基本料２の

届出の場合に限る。） 



- 1 -

保医発 第 号

平成2 4年３月 日

地方厚生（支）局医療課長

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長 殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長

厚生労働省保険局歯科医療管理官

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成24年厚生労働省告示第

号）の公布に伴い、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」（平成24年厚生労働省告示第

号）が公布され、平成24年４月１日より適用されることとなったところであるが、保険医療機関及

び保険薬局からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び保険薬

局並びに審査支払機関に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。

なお、従前の「特掲診療料の施設基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（平成22年３

月５日保医発0305第３号）は、平成24年３月31日限り廃止する。

記

第１ 特掲診療料の施設基準等

１ 特掲診療料の施設基準等は、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」（平成2422年厚

生労働省告示第 73号）による改正後の「特掲診療料の施設基準等」（平成20年厚生労働省告示

第63号）の定めるものの他、別添１のとおりとする。

２ 別添１に定める施設基準を歯科診療について適用する場合にあっては、必要に応じ、当該基準
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中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとする。

３ 特掲診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令（昭和

23年政令第326号）及び医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）の規定に基づき、当該診療科

名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。

第２ 届出に関する手続き

１ 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機

関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。

２ 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関

又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生（支）局長に対し

て、別添２の当該施設基準に係る届出書（届出書添付書類を含む。以下同じ。）を正副２通提出

するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われてい

るときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。

３ 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定

する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受

理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、

この要件審査に要する期間は原則として２週間以内を標準とし、遅くとも概ね１か月以内（提出

者の補正に要する期間は除く。）とするものであること。

４ 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要

しない。

ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。

(１) 開放型病院の施設基準

届出前30日間の実績を有していること。

(２) 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図及び光トポグラフィー、ポジトロン断層撮影、ポジト

ロン断層・コンピューター断層複合撮影に係る施設共同利用率及び輸血管理料に係る新鮮凍

結血漿・赤血球濃厚液割合等

ア １月から12月までの１年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他

の要件を満たしている場合は、翌年の４月１日から翌々年の３月末日まで所定点数を算定

できるものとする。

イ アにかかわらず、新規届出の場合は、届出前６月の実績を有していれば足りるものとし、

届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の１日から翌

年の３月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日

に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の１日から翌年の３月末日まで所定点

数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数

を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規届出に該当しないものである。

ウ 既に施設基準の要件を満たし所定点数を算定している場合であって、当該基準に係る機

器を増設する場合にあっては、実績期間を要しないものとする。この場合において、届出

のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の１日から翌年の

３月末日までは、当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。また、

月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の１日から翌年の３
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月末日まで当該機器についても所定点数を算定することができるものとする。

エ イ又はウに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月の末日まで

の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、

翌年の４月１日から翌々年の３月末日まで所定点数を算定できるものとする。

新規届出の場合

例１：８月１日から算定を開始した場合

・翌年３月末（③の前日）までは算定可

・①～②までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断

・ 施設基準に適合している場合は、③～⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③～⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

①８月１日 ②12月末日 ③４月１日 ④12月末日 ⑤３月末日

例２：２月１日から算定を開始した場合

・翌年の３月末（③の前日）までは算定可

・①～②までの実績により施設共同利用率に係る基準の適合性を判断

・ 施設基準に適合している場合は、③～⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③～⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

①２月１日 ②12月末日 ③４月１日 ④12月末日 ⑤３月末日

(３) 人工内耳植埋込術、生体部分肺移植、経皮的冠動脈形成術（特殊高速回転式経皮経管アテ

レクトミーカテーテルによるもの）、経皮的中隔心筋焼灼術、両心室ペースメーカー移植術

及び両心室ペースメーカー交換術、植埋込型除細動器移植術及び植埋込型除細動器交換術、

経静脈電極抜去術（レーザーシースを用いるもの）、両室ペーシング機能付き植埋込型除細

動器移植術及び両室ペーシング機能付き植埋込型除細動器交換術、補助人工心臓、植埋込型

補助人工心臓（拍動流型）、植込型補助人工心臓（非拍動流型）、腹腔鏡下肝切除術、生体

部分肝移植術、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術、生体腎移

植術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、内視鏡手術用支援機器加算、高エネルギー放射線治療並

びに強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）に係る年間実施件数

ア １月から12月までの１年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件及び他

の要件を満たしている場合は、翌年の４月１日から翌々年３月末日まで所定点数を算定で

きるものとする。

イ アにかかわらず、新規届出の場合は、届出前６月以内の実施件数が、要件とされる年間

実施件数の半数以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終

え、届出を受理した場合は、翌月の１日から翌年の３月末日まで所定点数を算定すること
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ができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合に

は当該月の１日から翌年の３月末日まで所定点数を算定することができるものとする。な

お、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行

う場合は、新規届出に該当しないものであること。ただし、建物の工事等に伴いやむを得

ず当該治療を実施できなくなり、施設基準に適合しなくなった後、再度届出を行う場合に

は、新規届出として取り扱うものとする。

ウ イに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月末日までの実施件

数をもって施設基準の適合性を判断し（実施件数が、各施設基準に規定する年間実施件数

を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、施設基準に

適合しているものと判断する。）、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の

４月１日から翌々年３月末日まで所定点数を算定できるものとする。

新規届出の場合

例１：８月１日から算定を開始した場合

・翌年３月末（③の前日）までは算定可

・①～②までの実績により実施件数に係る基準の適合性を判断（実施件数が、各施設基準に規

定する年間実施件数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であ

れば、施設基準に適合しているものと判断する。）

・ 施設基準に適合している場合は、③～⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③～⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

①８月１日 ②12月末日 ③４月１日 ④12月末日 ⑤３月末日

例２：２月１日から算定を開始した場合

・翌年３月末（③の前日）までは算定可

・①～②までの実績により実施件数に係る基準の適合性を判断（実施件数が、各施設基準に規

定する年間実施件数を12で除して得た数に所定点数を算定した月数を乗じて得た数以上であ

れば、施設基準に適合しているものと判断する。）

・ 施設基準に適合している場合は、③～⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③～⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

①２月１日 ②12月末日 ③４月１日 ④12月末日 ⑤３月末日

(４) コンタクトレンズ検査料１に係る検査割合

ア １月から12月までの１年間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満た

している場合は、翌年の４月１日から翌々年３月末日まで所定点数を算定できるものとす

る。
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イ アにかかわらず、新規に届出をする場合は、届出前６月の実績（当該保険医療機関の新

規開設又は眼科学的検査を実施する診療科を新規開設する場合であって、当該新規開設後

６月以内に届け出る場合は、届出前３月の実績）をもって施設基準の適合性を判断し、届

出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の１日から翌年

の３月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に

要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の１日から翌年の３月末日まで所定点数

を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を

算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、新規に届出をする場合には該当しない

ものであること。

ウ イに該当する場合は、所定点数を算定し始めた月の初日から同年12月末日までの実績を

もって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の４月１日から

翌々年３月末日まで所定点数を算定できるものとする。

エ アにかかわらず、コンタクトレンズに係る検査（コンタクトレンズ装用のための眼科学

的検査及びコンタクトレンズの既装用者に対する眼科学的検査）を実施した患者の診療報

酬明細書の件数が、届出時の実績が１月当たり平均500件を超える保険医療機関にあっては、

１月から６月までの６か月間の実績（イに該当し、かつ、６月までに所定点数の算定を開

始した場合は、ウにかかわらず、所定点数の算定を開始した月の初日から同年６月末日ま

での実績）をもって施設基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、同年の

10月１日から翌年３月末日まで所定点数を算定できるものとし、７月から12月までの６か

月間の実績（イに該当し、かつ、12月までに所定点数の算定を開始した場合は、ウにかか

わらず、所定点数の算定を開始した月の初日から同年12月末日までの実績）をもって施設

基準の適合性を判断し、当該要件を満たしている場合は、翌年の４月１日から９月末日ま

で所定点数を算定できるものとする。

オ コンタクトレンズに係る検査（コンタクトレンズ装用のための眼科学的検査及びコンタ

クトレンズの既装用者に対する眼科学的検査）に係る患者数の割合が、暦月１月間で33％

（又は44％）を超えた場合又は30％（又は40％）以上33％（又は44％）未満の場合が暦月

で３か月を超えた場合は、遅滞なく変更の届出を行うものとする。

新規届出の場合

例１：８月１日から算定を開始した場合

・翌年３月末（③の前日）までは算定可

・①～②までの実績により適合性を判断

・ 施設基準に適合している場合は、③～⑤までの期間算定可

・ 施設基準に適合していない場合は、③～⑤までの期間算定不可

・⑤の翌日以後の期間の算定の可否は、②の翌日から④までの期間における実績で判断する。

①８月１日 ②12月末日 ③４月１日 ④12月末日 ⑤３月末日

例２：２月１日から算定を開始した場合

・翌年３月末（③の前日）までは算定可


